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「醐環境整髄(とりまとめ明けて)� I 

続説環境整需については、以下の方向で対略することとしてはどうか。� 

or税嶋社会保韓共通番号制度j を始めとする以下の事項について誌、� 23年惑を改正に舟ftて、政能組

讃に検討の議(プロジェクト・チーム)を設け、検討する。� 

(1) ~税・社会保韓共通番号器産J については、政権期間中の導入に舟け、どのような番号を利期
するか等について、盟家戦略3震を含めて、省庁横断的!こ検討を行う。これと並行して、政府組鎮

の� PTにおいても所饗の検討を行う。

また、納税者割{更の向上と行政効率化の観点から、住民諜の写しの添付省略望室罷盈ため、金
基ネット官報(氏名線住所等)を利活用可能dこする措翠について検討する。� 

(2) 	 r納税壊を権和憲章(仮称)J、「更正の欝求期間の延長J、f不毅$立制度の見直しj等について辻、

政府税揺の� PTにおいて3総務的・専門的観点から検討豊行う。� 

022年度改正においては、課税の公平を確保し、税制への信頼を確保する観点から、車盈聾ι盟主.Q
塁塁iについて、舶の経済期犯の法定剤の水準等を勘案し、法定弗IJO)引上げ等の先輩しを持う。



2 
f共選番号事1 荊する場合のイメージ1/を税務富で孝jJf;支

税務面における「共通番号制度Jとは、納税者に脇豆些i重重量査批設し、� 

(1)各撞の取引に際して、職税翁が取引の相手方!こ共通番号事長f告知よ主主三c
(な)室主i金聾畏方が税務当局に楼主ちする資料様豪華f謹定霊童i及び締説者が税務当路iこ提出する麟税宅豊重に

主逼霊最~I鑑整iすること

を盤整仕立盈仕組みである。

これにより、税務当馬が、納税申告書の情報」士、取引の相手方から提出される資料情報を、その共通番号存キー
として集中的に名寄せ・突合できるようになり、鱗税者の所得情幸霊安より釣確に把握することが可能となる。

告

番号告知さ〉ー吟11 取引の錦亭方� 

品 111-:給与・2手食器撃の支払者i

…一也、…11・金融機関

税務2当局

納

税

翁

嫁|

「共通番号� l符拍車車主主!JAする場合には、� 
E盟査性J(生濯を通じ、ーの納税者に確嘆!こ…つの番号が付与されていること}� 

rN主貫性� I(取引に蝶Lその相手方(第三者)が「番号培顎来的iこ確認できること}

を量生壁溺たす必要がある。
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ヰ

住基ネット情報の利活用について


現状

日発務績における住民螺の写しの料用件数】

。鱗税者による取得(税務j特例の申告立どの際に必要) 年期約� 80万件 

。税務職員による取得(灘付匙理や納税申告審審査!こ利用) 年額約� 40万件


く対応の方向性>� 0 

o紙ベースの桟民票のやりとり� iこ代えて、税務審が電子的iこ構報，を取得{鱗税者による住民襲の写しの取得ー提;

: 出は不襲〉。� 

o税務壌から、車謀、地方公共団体の共爵システム!こ接続(役所舗での情報のやりとり)。

掃討の方向性(諜)I 

。次のような関税事務 iこついて、住畏基本命~援ネットワークから情報を取得できるよう、今後、検討を議長めていくこ

ととしてはどうか。

窃各種課税の特例適用の申告!こ関する事務(例:金宅ローン探総連用等の擦の枝問票の諒付省略)

@題授に係る資格の取得申鵠!こ翻する事務〈鰐酒販免許取締・税理士試験免捧申請等の際の住民票の議長付省略)

③その他の関税関係事務(例:還付・課税鱗査・犯則鱗遣を等の際の住民撲の取得を省略)



r明者程在毛而記 1

!現三氏!
 

OOECD報告書 (r鱗税者の権利と義務J(2003)) rこよれば、

イ納税者憲章 (Taxoav諮問， Cha抗er)j は、「納税者の税務!こ鑓する機事IJ.義務そわかり易い雷葉で要約しかっ

説明して、こうした情報をより多くの納税者に感知させ理解2させようとする試みJと定義される。

-その性質については、「法令の説明文轡〈手引決:響)であって、それ議体は法的な文書ではない。一般的に、

納税者憲章iふ関係法令に含まれているもの以上に様車IJ畿務を加えるものではないj とEされている。

-また、器本釣な記載事項棋としては、出納税者の権剥(①情報提供等を受付る権利、@不服申立の権利、 

③1正当税額のみを支払う権利、告予測可能性の確保、@プライパシーの権利、若手翻人情報の保鍵九段踊鮭

損金護霊(⑦誠実に対応する義務、ゆ協力義務、母正確な情報・帯棋の期現内擬出義務、。記i罷.I帳簿等

保存義務、岱期F皇内給付義務)、及び(3)聴法上の義務不髄行の犠合!こ納税者が受けうる苦手i毅(行政上・刑事

上の制裁措置〉、が掲げられている。

。現世、 OECD 加盟麗卒、行政文書として憲章を謀議定している盤は、 30 ケ盤中~， -=2=3_7~璽となっている (2008

年現在・ 0おCD調べ) (G? では 5 ヶ留で若手~;iË (米・英・仏・伊・加))。

「検討ゐ元向亙生-)1

。上記のような点を踏まえ、今後、 f納税者権料簿業(仮称)Jの策定!こ掲げ、趣皆・話的、記載事項、文書の位霊堂

づけ等について、実務的・専門的な検討を進めていくこととしてはどうか。
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| 更まの請求期ra'(J)題し!こづいて一一|

[現 j氏1 
rd7蚕豆め構求J 謀、申告に鋲る税額等が計算誤り等iこより渦大である場合に、納税者が自ら申告内容の是正… I

を税務当局に言語求できる損連立であり、期隈内の遡正申告署長求める申告納現制擦の例外措爾である。� 

Oi麗常、縞説者が誤りを発見するのi季、次の申告懇であることを踏まえ、現行の亜互の鯖求期聞は� 1年聞とさ
れている。� 

O別途、税務署長球お年問、織権iこより減額更正を行うことができる。

【主な更正等の期間制緩1(申告納税方式による頭誌の場合)

課税庁

区 分

土 償額東京

減額 資正

期間制限〈滋常の場合)

法定司王告期娘から� 3年(法人税については5年}

法定事告期娘から� 5年

脱税の場合

法定申告期線

から� 7年

納税者
修正申告

受正の請求

法定申告期緩から� 5年

法定取告期濃から?年(後発的事出の場合� 2 J'I) 

主五瓦� 
O納税者の視点に立ち、納税者から更正の鵠求がで浸る期間の延長を検討するに当たっては、増額資正の麟閉(原異IJ3 

年)や、減額要庄の期毘{お年)をどのように適正に設定するかという悶組があり、総合的な検討が必要ではないか。

。烹誌の請求期間を延長する場合、更正処分に対する不服申立期間(現行2月間)を経過した後においても更正の購求が
行えることとなり、纂実上、不綴申立期聞が延長されることと同じこととなるが、この点について、続税者の梅幸IJ救済
と法律関係の早期安定との要請に照らし、どのように対応すベ起きか。

。実務調への影響の検証や、執行体制の整備についてどう考えるか。� 



[白税に関する不服申立制度の贈しについ可

河…状! 

0関税の不服申立手続においては、処分の大量性、争いの特殊性から、 f薬韓申立てj及び f審
査措求jの司王続安敵11"、原良IJとしてこれらの手織を経た後に原経分の取濯訴訟を提起できるこ
ととし、納税者の簡易・端速な救済と、争訟の合理化悲盟っている。 

O~長た、審査鯖求については、轄に審理の馨観性・公正性を高める観点、から、執行とは分離され
た、国税庁の特別の機関である F国税不慮審判開Lがこれを行うこととしている。

仁三持層

。国税の不鰻申 32制度のあり方の克聴しに当たっては、納税者の視点に立ち、納税者の鵠易・迅速
な救済や、争訟の合理化といった観点から、そのあり方を総合的に検討することが必襲。

。また、関税不服審判所における審理の饗犠牲・公正性を一層高める観点から、どのような見直し

が考えられるか。

。挺務窟への影響の検粧や、執行体制の整舗についてどう考えるか。



8 | 主説-罰1~1jの見直し(議〉 

C経総量制沌売の密化!こ対応し、綿I.r.，制裁賓の→書の向上を留る観点から、

現行の玄な犯諜綴型{家主主法定例)

次のとおり、語読罷関の克謹しを特う。

対応の方向性

。脱税犯� I.懲役罪iの引上げ・罰金約の引上げ(総数塁手との類似性、絡の経済犯の法定斉11とのバランスミ事そ涛綴}� 
何年以下の懲役殺しくは� 500:7王将〈情状によ

り脱税額)以下の罰金又は併科)側議主主量準語2えと$1持

費税の場合〉

。単純無申告霧{申告養不媛出)

(1年以下の懲役又は 20万円以下の翻会)

接税及び消費税の場合)� 

0;'原泉所得税不納付諜� 

(3年以下の懲役若しくは� 100 li阿('1霧状によ

り脱税額〉以下の罰金又はi除草寺}

。不正還付の未遂

(自己名義によるものは不処潟、他人名義に

よるものは詐欺未遂罪として処約}

。その他

と
治ガス税、石油石炭税、航空機燃料税、滋滅静喜多苦従延長税及び印紙税をいう岱� 



」 …一…一平今説明哲?戸淀川町� ".n" _" JI11111 

。濫発件数{志、樫ね年部� 150-160件捕後で推移している。� 

O 1件当たりの諦脱税額(脱税翻)は概ね� 1億� 5千万円程度であるが、近年はよ鉾欄向にある。

。最班(;;1:、大口の無申告審謀、� j際議所樽税の不納付事謀、消護費税の不正還付事案が増加している。� 

1l'fあたりの絞殺事藁(J5I'l) 件数� 

20，000 170 

000器，1 

16，000 

14，000 

12，000 

10，000 

8，000 

6，000 

4，000 

2，000 

。� '-----' 130 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
(役)1.国税庁調 年変{平成}� 

ゑ 「件数Jは主主長きとして途Lii行為著者数〈法人であれば校数) 9 

'160 

150 

140 



J，、

他の主要な経済誌における喜劇の例


法律名 罪名等 参考(獲近の改蕊)現行の法定刻

金融商品取引法 -不正行為、風説の流 10年以下の懲役若しくは1，� 000万� Sfip.x;18年f;:各々懲役耳IJ・罰金lfIJを引上げ

布、相主義操縦行為等 (5年功10年、� 500 月二争1，� 000万汚)円以下の叡金又はこれを併科� 

• k設偽の情報開添

知的財産権の侵害 平成� 18年に各冷懲役耳Ij.筋金滞 jを引上げ

罪に対する罰員，IJ

-特許法関係

-商標法線係 10年以下の懲役若しくは1.000万 (ら年功10然、� 500 Ji内功1，� 000ノゴ丹)

意際法関係 円以下の郡金又はこれを併科 平成� 18年iこ懲役買IJ・議金烈を引上げ� 

(3年功10年、� 300万円=争1，号00万円)

ヤミ金融に対する 網貸金業法(無登録営 平成� 18年!こ懲役lflJ.罰金耳IJを引上げ

罰買IJの強化 業等)� (5年功i号年、1，� 0閃Jif9=宇3，000万円〉10年以下の懲役若しくは� 3，000 n 

R 出資法(著しい議金 円以下の蔀金又はこれを併科� sfi成� 18年iこ懲役刑・罰金持jを引よげ

(5年キ10午、1，� 000 lゴ丹江争3，000万円)の貸付〉1]事� 

詐欺による破産・ -破産法関係 平成� 16年に欝金刑を付加

更生� 〈罰金JflJなし今1，� 000万円)

-会社更生法関係

10年以下の懲役者しくは1.000方

円以下の罰金又はこれを併斜 平成� 16年に各々議金烈を引上げ

-民事再生法線係、 (200万円コキ1，� 000万円〉� 

lfIJji 院詐欺捺
10年以下の懲役

業務上横領罪� 



税法遣反に対する耳IJ事罰則の体系(現行)

違反行為 参考〈行政罷〉刑事罰
国一一一ト

Oi盈少$告1lIl算税

(j号%、禁罪話室内題字告税額又は 50万符
遜少申告

のいすaれか多い金重量を超える部分


は� 15%)
 
4膨

o挙終無申告祭祭{僚会事整不援践の行為のみを評価〉
無塁 。無申告加算税

無申告 (15%、 50万円超の部分は� 20%)•n義援税功� l若手以下の懲役3えは� 20万円以下の罰金

-罪悪事産税功10:nfII以下u;罰金Jえは科料


。遊説繋(自抑制I!)
 。議室加算税
不正行為による過少・

G数少� 35%、総申告� 40%)
• TIま後税吟5年以下制約繁華ましくは� 500万円〈惨状により脱税額)以下の約金又は係悪ヰ� 
無申告・受還付� 

'間援貌吋年以下制慾役者をしくは 50万円(常仰とより鵬糠の3{音)以下の罰金又は桝ヰ


ゆ澱泉徴収不納付 
  。不納付加算税� 

. 3年以下の懲役務しくは� 100:n円(情状により脱税額)以下の罰金又は併科 

0滋泉所得税不納付弊

(10%) 


O(然申告加算税(再掲))申告書不提出� O(単純無申告雛(樽掲))
ゆ翻資

. O 【法定調饗】滋偽記載・不t提出採(1年以下の懲役又は� 20万河以下の罰金}


調書の不援出等 
  

O 【財産債務明繍議事・総収入金綴報告審等]
襲語
。検査忌避罪 


妨の
饗 ‘き主接税z中1年以下の懲役3之は� 20万内以下の罰金

-罪塁接税功10:nfII以下の鈴金〉えは科料

。滞車内処分妨慈隷� 

検変鍍否毒事

滞給処分妨芸
• 3年以下の懲役殺しくは� 50万符以下の約金又は併科


④}務総
 。延滞税 


(隊員.1)14. 6%) 


ヨ{主主〉総税に!鶏ずる鰯員IJ(J.)法定jfI)については、紹如何年に現行の氷霊藤正主マ引き上げちれたが、ぞれ以降見産されていない硲 
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